
  

 
  

 
 

 
 
 
 

新会社法成立 

Ｑ：新しい会社法ができるようですが、い

つ頃から施行されるのですか？ 

 

Ａ：平成18年度中には施行されることとな

ります。 

【解説】 

先月の29日に新しい会社法が参議院本会議

で可決、成立しました。施行期日は、公布の

日から起算して１年６ヶ月を超えない範囲と

規定されていますので、平成18年中には施行

されることとなります。 

施行に際しては、次のような付帯決議がさ

れました。 

・ 既存の有限会社の株式会社や合同会社へ

の移行に適切な措置を講ずること 

・ 合同会社(LLC)の課税措置を、利用状況や

運用実態等を踏まえて必要があれば検討

すること 

・ 会計参与制度が中小会社の計算期間とし

て設けられたことを周知徹底すること 

・ 会社法821条に規定されている疑似外国会

社は、日本の会社法制の脱法行為を禁止す

るもので、外国会社を通じた投資に悪影響

を与えるものでないことの周知徹底を図

ること 

・ 拒否権付株式等、種類株式の発行について

は、その実態を見ながら、必要に応じ、こ

れを制限するなど法的措置も含め、検討を

行うこと 

・ 会社設立時の出資額規制の撤廃について

は、企業家のモラル低下、会社設立後の資

金不足などの問題点を注視していくこと 
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